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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端部（２ａ、２ａ）が臨出するように、基板（Ｐ）に固定される一対の導電性を有す
る端子部（２，２）と、
　各端子部（２，２）間を電気的に接続できる長さを有する接続板（１０）と、
　各端子部（２，２）の一端部（２ａ，２ａ）を跨ぐように、各端子部（２，２）の一端
部（２ａ，２ａ）のそれぞれに配置される、接続板（１０）を挿通するための挿通部（１
５，１５）と、
　該各挿通部（１５，１５）に挿通された接続板（１０）を、該接続板（１０）に直交方
向に押圧すべく、各挿通部（１５，１５）に螺合する締結部材（２０，２０）とを備えた
ことを特徴とする試験用端子台。
【請求項２】
　前記締結部材（２０）は、ねじ部（２０ａ）よりも大径の頭部（２０ｂ）に、締結部材
（２０）の締め付け状態を表示する表示体（２３）が貫設され、該表示体（２３）は、頭
部（２０ｂ）に対して軸方向に進退できるように、頭部（２０ｂ）に内設される弾性部材
（２５）によって後退方向に常時弾性付勢されるとともに、前記挿通部（１５）側に向か
って延出される突片（２３３，２３３）が、頭部（２０ｂ）から突出するように形成され
ることを特徴とする請求項１に記載の試験用端子台。
【請求項３】
　前記接続板（１０）は、いずれか一方の端部（１０ａ）に、前記挿通部（１５）に当接
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する当接部（１０２）が突設されることを特徴とする請求項１または２に記載の試験用端
子台。
【請求項４】
　前記基板（Ｐ）は、各挿通部（１５，１５）に挿通された状態の接続板（１０）の長手
方向の中心線の延長線上における、挿通部（１５）に当接している前記当接部（１０２）
よりも外側の位置に、接続板（１０）の挿通状態を確認するための目印（３５）が配置さ
れることを特徴とする請求項３に記載の試験用端子台。
【請求項５】
　前記接続板（１０）は、他方の端部（１０ｂ）が挿通部（１５）から突出するように、
該各端子部（２，２）間の距離よりも少し大きい長さを有することを特徴とする請求項１
乃至４のいずれか１項に記載の試験用端子台。
【請求項６】
　前記締結部材（２０）は、頭部（２０ｂ）の両側部（２００ｂ，２００ｂ）に係脱自在
に係止する一対の係止片（３２，３２）を有する緩み防止用のカバー（３０）が取り付け
られることを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載の試験用端子台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば母線の各相に配置される保護継電器を備えた保護継電器盤に取り付け
られる試験用端子台に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、送配電用の電気系統における事故検出を目的とする保護継電装置Ｃを備えた保
護継電器盤Ｂが配電盤室に設置されている。この保護継電器盤Ｂは、例えば、図９に示す
ように、前面扉４１の上部に複数の保護継電器（または計器）４２，…が並列され、その
下方に故障表示器４３が配置され、該故障表示器４３の下方に、各保護継電器（または計
器）４２，…を操作する操作スイッチ４４，…が配置され、前面扉４１の下部に試験用端
子台Ｔ１が並列されている。
【０００３】
　保護継電装置Ｃは、例えば、図１０（ａ）に示すように、母線５０ａ～５０ｃと変圧器
５１との間に遮断器５２が設けられるとともに、母線５０ａ～５０ｃの各相に変流器５３
，…が設けられている。そして、変流器５３，…の各一端側が中性点Ｎに接続されるとと
もに、各他端側がそれぞれ上述した保護継電器４２，…としての過電流継電器に接続され
ている。さらに、各保護継電器（過電流継電器）４２，…と中性点Ｎとの間に地絡過電流
継電器５４が接続されている。そして、保護継電装置Ｃは、例えば、保護継電器４２，…
の信号に基づいて遮断器５２を遮断制御するように構成されている。
【０００４】
　また、保護継電装置Ｃには、図１０（ｂ）に示すように、遮断器５２の引外しコイル５
２０を作動させることを目的とした遮断器遮断制御回路Ｃ１が設けられている。この遮断
器遮断制御回路Ｃ１は、保護継電器４２，…の補助接点４２１ａ，…と、遮断器５２の引
外しコイル５２０を動作させる補助継電器（図示せず）のコイル４５０とが直列接続され
て、制御電源の直流ラインＰ，Ｎ線間に接続されている。また、遮断器５２の引外しコイ
ル５２０を動作させる前記補助継電器の補助接点４５１ａと、上述した試験用端子台（所
謂トリップロック端子）Ｔ１と、遮断器５２とが直列接続されて、制御電源の直流ライン
Ｐ，Ｎ線間に接続されている。そして、試験用端子台Ｔ１に、短絡用プラグが接続された
場合は、図１０（ｂ）に示すように、遮断器遮断制御回路Ｃ１が構成される。一方、試験
装置Ｈが接続された場合は、図１０（ｃ）に示すように、遮断器５２が投入状態のまま、
遮断器遮断制御回路Ｃ１の動作試験が行われる。
【０００５】
　つぎに遮断器遮断制御回路Ｃ１の動作について、図１０（ｂ）を参照して説明する。保
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護継電器４２に対する外部からの動作指令（例えば、図９に示す保護継電器盤Ｂの操作ス
イッチ４４，…）によって、保護継電器４２の常開接点４２１ａがオンして、遮断器５２
の引外しコイル５２０を動作させる補助継電器のコイル４５０が励磁され、常開接点４５
１ａがオンするとともに、遮断器５２のトリップコイル５２０が励磁されて、遮断器５２
を遮断する操作機構（図示せず）が動作し、遮断器５２が遮断されるように構成されてい
る。そして、トリップコイル５２０には、トリップコイル５２０の焼損を防止する補助ス
イッチ５２１が直列接続されている。
【０００６】
　つぎに試験用端子台Ｔ１について、図１１（ａ），（ｂ）を参照して説明する。該試験
用端子台Ｔ１は、前記保護継電器盤Ｂに取り付けられる基板Ｐに固定される一対の端子６
１０，６２０と、この端子６１０，６２０に接続される短絡用プラグ６３０とを備えてい
る。端子６１０，６２０は、雄ネジを形成した導電性の端子部６１１，６２１と、端子部
６１１，６２１の基端側に設けられ、基板Ｐを表裏から挟む取付台６１２，６２２と、端
子部６１１，６２１の先端部に螺合する締付ネジ６１３，６２３とを備えている。
【０００７】
　短絡用プラグ６３０は、導電性の本体部６３１の両端に前記各端子６１０，６２０の端
子部６１１，６２１を挟むＣ字形状の結合部６３１a，６３１ａを設け、また、本体部６
３１の中間部に絶縁部６３２を設けられたものとされている。
【０００８】
　また、基板Ｐには、図１１（ｂ）に示すように、端子６１０，６２０の端子部６１１，
６２１の基端側が貫通する端子孔（採番せず）が形成されている。基板Ｐの裏面側で突出
している各端子６１０，６２０の基端部が、上述した遮断器遮断制御回路Ｃ１に接続され
る。
【０００９】
　このような試験用端子台Ｔ１は、締付ネジ６１３，６２３の締付状態を目視できないこ
とから、短絡用プラグ６３０が締付ネジ６１３，６２３によって確実に接続されていない
こと確認できず、通電不良などの事故が発生することがある。
【００１０】
　このような不具合を解消するため、各端子間の電気的な接続、非接続の操作を迅速かつ
簡単に、しかも、誤操作することなく確実に行うことができるようにした試験用端子台が
特許文献１に開示されている。この試験用端子台Ｔ２には、図１２（ａ），（ｂ）に示す
ように、前記試験用端子台Ｔ１と同様、基板Ｐに固定された第１の端子台７１０と第２の
端子台７２０が備えられている。
【００１１】
　第１の端子台７１０は、基板Ｐの裏面側に配置される第１接続部７１１と、導電性シャ
フト７１２と、この導電性シャフト７１２を収納する筒状の収納部７１３とを備えている
。導電性シャフト７１２は、収納部７１３内にほぼ全体が収納される状態と、基板Ｐの表
面側で収納部７１３から突出する状態とをとることができるようにされている。
【００１２】
　また、第２の端子台７２０は、基板Ｐの裏面側に配置される第２接続部７２１と、この
第２配線接続部７２１と電気的に接続され、かつ、基板Ｐの表面側で第１の端子台７１０
の導電性シャフト７１２の先端部と係合するシャフト受部７２２とを備えている。
【００１３】
　この試験用端子台Ｔ２は、第１接続部７１１と第２接続部７２１とを電気的に接続して
保護回路Ｃを構成する場合、第１の端子台７１０の収納部７１３から導電性シャフト７１
２を基端部のみ残して引き出し、図１２（ｂ）に示すように、導電性シャフト７１２の先
端部を第２の端子台７２０のシャフト受部７２２と係合させる。したがって、この試験用
端子台Ｔ２は、第１接続部７１１と第２接続部７２１との電気的な接続、非接続の操作を
迅速かつ簡単に、しかも誤操作することなく、確実に行うことができるようにされている
。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【００１４】
【特許文献１】特開２００８－７１６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１５】
　特許文献１に開示された試験用端子台Ｔ２は、導電性シャフト７１２を筒状の収納部７
１３内に収納するため、収納部７１３は、導電性シャフト７１２とほぼ同じ長さとされ、
基板Ｐの裏面側に大きく突出している。したがって、この試験用端子台Ｔ２は、基板Ｐの
裏面側に余分なスペースがある場合にのみ実施することができ、薄型化に対応できないも
のとなっている。
【００１６】
　そこで、本発明は、基板に固定される一対の端子を、容易にかつ確実に、電気的に接続
できることに加えて、薄型化に対応できる試験用端子台を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１７】
　本発明に係る試験用端子台は、一端部２ａ，２ａが臨出するように、基板Ｐに固定され
る一対の導電性を有する端子部２，２と、各端子部２，２間を電気的に接続できる長さを
有する接続板１０と、各端子部２，２の一端部２ａ，２ａを跨ぐように、各端子部２，２
の一端部２ａ，２ａのそれぞれに配置される、接続板１０を挿通するための挿通部１５，
１５と、該各挿通部１５，１５に挿通された接続板１０を、該接続板１０の直交方向に押
圧すべく、各挿通部１５，１５に螺合する締結部材２０，２０とを備えたことを特徴とす
る。
【００１８】
　かかる構成によれば、各端子部２，２の一端部２ａ，２ａを跨いで形成される挿通部１
５，１５に、各端子部２，２間の距離よりも少し大きい長さを有する接続板１０を挿通す
ると、各端子部２，２の一端部２ａ，２ａと締結部材２０の先端部との間に接続板１０が
位置するようになる。この状態で、挿通部１５，１５に挿通された接続板１０に対して直
交するように、挿通部１５，１５に螺合する締結部材２０，２０を締め付けると、締結部
材２０，２０の先端部と端子部２，２の一端部２ａ，２ａとで、接続板１０が挟持され、
接続板１０によって各端子部２，２が電気的に接続されるようになる。
【００１９】
　また、本発明によれば、前記締結部材２０は、ねじ部２０ａよりも大径の頭部２０ｂに
、締結部材２０の締め付け状態を表示する表示体２３が貫設され、該表示体２３は、頭部
２０ｂに対して軸方向に進退できるように、頭部２０ｂに内設される弾性部材２５によっ
て後退方向に常時弾性付勢されるとともに、前記挿通部１５側に向かって延出される突片
２３３，２３３が、頭部２０ｂから突出するように形成されるような構成を採用すること
もできる。
【００２０】
　かかる構成によれば、締結部材２０が締め付けられるにしたがって、締結部材２０の頭
部２０ｂが挿通部１５側に後退する一方、締結部材２０の頭部２０ｂから挿通部１５側に
向かって延出される突片２３３，２３３が挿通部１５に当接することになり、さらなる締
結部材の締め付けによって、締結部材２０の頭部２０ｂがさらに後退し、表示体２３が締
結部材２０の頭部２０ｂから外部に突出するようになる。この表示体２３の突出程度によ
って、締結部材２０の締め付け状態を確認できる。また、表示体２３が締結部材２０の頭
部２０ｂから突出する際に、締結部材２０の頭部２０ｂに内設される弾性部材２５が圧縮
されるので、この圧縮作用によって締結部材２０の緩みを防止できる。
【００２１】
　また、本発明によれば、前記接続板１０は、いずれか一方の端部１０ａに、前記挿通部
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１５に当接する当接部１０２が突設されるような構成を採用することもできる。
【００２２】
　かかる構成によれば、接続板１０のいずれか一方の端部１０ａに突設された当接部１０
２が、挿通部１５に当接するので、各挿通部１５，１５から接続板１０が抜けることがな
い。すなわち、挿通部１５に接続板１０の当接部１０２が当接すれば、各挿通部１５，１
５に対する接続板１０の挿通状態が正常であると判断できる。
【００２３】
　また、本発明によれば、前記基板Ｐは、各挿通部１５，１５に挿通された状態の接続板
１０の長手方向の中心線の延長線上における、挿通部１５に当接している前記当接部１０
２よりも外側の位置に、接続板１０の挿通状態を確認するための目印３５が配置されるよ
うな構成を採用することもできる。
【００２４】
　かかる構成によれば、各挿通部１５，１５に当接した接続板１０の当接部１０２よりも
外側の位置に、接続板１０の挿通状態を確認するための目印３５が基板Ｐに配置されてい
るので、いずれか一方の目印３５が接続板１０に邪魔されて視認できない場合は、接続板
１０が挿通部１５に対して正常に挿通されていないと判断される。すなわち、各挿通部１
５，１５に挿通された接続板１０の挿通状態、すなわち接続板１０と各端子部２，２間と
が電気的に確実に接続できているか否かを、目印によって視認することで判断できる。
【００２５】
　また、本発明によれば、前記接続板１０は、他方の端部１０ｂが挿通部１５から突出す
るように、該各端子部２，２間の距離よりも少し大きい長さを有するような構成を採用す
ることもできる。
【００２６】
　かかる構成によれば、接続板１０の長さを、各端子部２，２間の距離よりも少し大きい
長さにして、挿通部１５から接続板１０の他方の端部１０ｂを突出するようにすれば、基
板Ｐに目印３５を付けなくても、挿通部１５から突出する接続板１０の他方の端部１０ｂ
を視認することで、接続板１０の挿通状態が正常であるか否かを判断できる。
【００２７】
　また、本発明によれば、前記締結部材２０は、頭部２０ｂの両側部２００ｂ，２００ｂ
に係脱自在に係止する一対の係止片３２，３２を有する緩み防止用のカバー３０が取り付
けられるような構成を採用することもできる。
【００２８】
　かかる構成によれば、締結部材２０の頭部２０ｂの両側部２００ｂ，２００ｂにカバー
３０の各係止片３２，３２が係止するので、締結部材２０，２０の回動による緩みを防止
できる。すなわち、カバー３０が取り付けられることで、遮断器遮断制御回路を維持でき
る。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、外部に臨出する各端子部の一端部を跨ぐように、各端子部の一端部の
それぞれに挿通部を配置し、各挿通部に接続板を挿通するとともに、各挿通部に挿通され
た接続板に対して直交するように、各挿通部に締結部材を螺合するようにしたので、挿通
部に螺合する締結部材の先端部が接続板に対して直交方向に当接して、接続板と各端子部
の一端部とが確実に面接触して電気的に接続されるようになる。すなわち、一対の端子を
効率的に接続することができて、接続作業の迅速化を図ることができる。また、従来のよ
うに、基板の裏面側に余分なスペースを確保することがないので、薄型化にも対応できる
。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の一実施形態に係る試験用端子台の分解斜視図。
【図２】（ａ）は、接続板を各挿通部に挿通すべく、締結部材を少し緩めて間隔を形成す
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る状態を示す正面図、（ｂ）は、一部を断面で示した図２（ａ）の側面図。
【図３】図２（ａ）の平面図。
【図４】締結部材、表示体、弾性部材を分解した状態を示す分解斜視図。
【図５】（ａ）は、接続板の正面図、（ｂ）は、図５（ａ）の側面図。
【図６】（ａ）は、カバーの正面図、（ｂ）は、図６（ａ）の側面図。
【図７】（ａ）～（ｃ）は、本発明の一実施形態に係る試験用端子台の使用態様を示す斜
視図であり、（ａ）は、各挿通部に接続板を挿通した状態を示す図、（ｂ）は、締結部材
を締め付ける状態を示す図、（ｃ）は、カバーを取り付ける状態を示す図。
【図８】図７（ｂ）の側面図。
【図９】保護継電器盤を示す斜視図。
【図１０】（ａ）は、配電盤室に設置される保護継電装置を示す図、（ｂ）は、図１０（
ａ）の保護継電装置に設けられた遮断器遮断制御回路を示す図、（ｃ）は、遮断器遮断制
御回路の試験用端子台に試験装置を接続した状態を示す図。
【図１１】（ａ），（ｂ）は、従来の試験用端子台を示す図であり、（ａ）は、短絡用プ
ラグを接続する状態を示す斜視図、（ｂ）は、短絡用プラグを試験用端子台に接続した状
態を示す断面図。
【図１２】（ａ），（ｂ）は、他の従来の試験用端子台を示す図であり、（ａ）は、短絡
用プラグとしての導電性シャフトを端子の内部に収納した状態を示す断面図、（ｂ）は、
導電性シャフトを試験用端子台に接続した状態を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明の一実施形態に係る試験用端子台について図１～図１０（ａ）～（ｃ）を参照し
ながら説明する。本実施形態に係る試験用端子台は、図９に示す保護継電器盤Ｂなどの配
電盤に配列されるものを例にとって説明する。この試験用端子台Ｔに、短絡用プラグが接
続される場合、図１０（ｂ）に示す遮断器遮断制御回路Ｃ１が構成される。一方、図１０
（ｃ）に示すように、試験用端子台Ｔに試験装置Ｈが接続される場合、遮断器５２が投入
状態のまま、遮断器遮断制御回路Ｃ１の動作試験が行われる。
【００３２】
　試験用端子台Ｔは、図１に示すように、前記保護継電器盤Ｂに取り付けられる基板Ｐに
固定される一対の端子１，１と、各端子１，１間を接続する短絡用プラグとしての接続板
１０と、各端子１，１にそれぞれ配置される、接続板１０を挿通するための挿通部１５と
、該挿通部１５に螺合する締結部材（螺棒）２０と、該各締結部材２０の頭部２０ｂに取
り付けられる、各締結部材２０の緩み止めをするためのカバー３０とを備えている。一対
の端子１，１、接続板１０、締結部材２０によって、図１０（ｂ）に示す遮断器遮断制御
回路Ｃ１が構成される。
【００３３】
　各端子１，１は、図２（ａ），（ｂ）および図３に示すように、導電性を有する筒体３
，３に挿通された状態で、一端部２ａ，２ａが外部に臨出するように、基板に固定される
一対の導電性を有する端子部２，２と、臨出した一端部２ａ，２ａに固着された、接続板
１０と面接触するための座板４とを有している。そして、座板４は、同図に示すように、
後述する挿通部１５の取付部１５ｂと対向（平行）している。そして、一方の端子部２の
他端部２ｂは、上述した保護継電器側の回路に接続され、他方の端子部２の他端部２ｂは
、母線や遮断器を有する電源側の回路に接続されている。なお、図２（ａ），（ｂ）およ
び図３の状態は、締結部材２０を少し緩めて、座板４と押え板２１との間に、接続板１０
挿通するための間隔が形成されており、後述する表示体２３の突片２３３，２３３が挿通
部１５の取付部１５ｂから離間して、締結部材２０の頭部２０ｂの内部に位置している。
【００３４】
　接続板１０は、図５に示すように、正面視Ｔ字形状を呈しており、各端子部２，２間の
距離よりもやや大きい長さを有する平板状の接続部１０１と、該接続部１０１の一方の端
部（上端部）１０ａに、挿通部１５の幅方向の内寸よりも大きく、挿通部１５の幅方向の
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外寸よりも大きく形成された当接部１０２とを有している。したがって、接続板１０の接
続部１０１が各挿通部１５，１５に挿通された際、図２（ｂ）に示すように、当接部１０
２の両端部および下端部が、上側の挿通部１５に当接するとともに、接続板１０の他方の
端部（下端部）１０ｂが下側の挿通部１５から突出するようになる。また、接続板１０の
当接部１０２の両端部および下端部が、上側の挿通部１５に当接することで、接続板１０
が各挿通部１５，１５から抜け落ちることがない。また、接続板１０を各挿通部１５，１
５に挿通した状態で、締結部材２０を締め付けた際、図８に示すように、接続板１０の接
続部１０１の裏面が端子部２，２の一端部の端面（座板４，４）に確実に面接触するよう
に、接続部１０１の裏面と当接部１０２の裏面とが面一になっている。
【００３５】
　挿通部１５は、図３に示すように、平面視コ字形状を呈しており、それぞれの一端部の
間隔が、接続板１０の幅寸法よりもやや大きくなるように、端子部２の両側に一端部が固
着される一対の支持部１５ａ，１５ａと、端子部２の一端部の端面（座板４）と平行する
ように、各支持部１５ａ，１５ａの他端部に架設される締結部材２０の取付部１５ｂとを
有している。そして、支持部１５ａ，１５ａは、接続板１０の厚さ寸法と、締結部材２０
のねじ部が接続板１０を十分に挟持できる距離とを確保できる長さを有している。取付部
１５ｂは、正面視四角形状で、中央部に締結部材２０のねじ部が螺合するねじ孔１６が形
成されている。
【００３６】
　締結部材２０は、図４に示すように、雄ねじからなるねじ部２０ａと、該ねじ部２０ａ
の基端部に固着されて一体化された、ねじ部２０ａよりも大径の頭部２０ｂとを備えてい
る。そして、ねじ部２０ａは、図１および図２（ｂ）に示すように、その先端部に回転自
在に四角形状の押さえ板２１が支持されている。頭部２０ｂは、六角形状の外形を呈して
おり、頭部２０ｂの周縁部に形成された、ねじ部２０ａよりも大径の円環状の貫通孔２２
と、該貫通孔２２から進退できるように、貫通孔２２の内側から内挿された表示体２３と
、締結部材２０の頭部２０ｂに内設され、表示体２３を頭部２０ｂに対して軸方向に進退
させる弾性部材２５とを有している。また、頭部２０ｂの平行する一対の側面２００ｂ，
２００ｂに、後述するカバー３０の一対の係止片３２，３２が係止し、締結部材２０，２
０の緩み止めがなされるようになっている。
【００３７】
　表示体２３は、図４に示すように、端子部よりも大径で、かつ、頭部よりも小径の環状
の表示部２３１と、該表示部２３１の後側の周縁部に径外方向に形成される環状のバネ受
け部２３２と、該バネ受け部２３２から挿通部１５側に向かって延出されるとともに、外
部に導出される一対の突片２３３，２３３とを備えている。そして、表示部２３１の外周
面および外周面の端面に蛍光塗料が塗布されている。したがって、締結部材２０が締め付
けられて、表示部２３１の前側の周縁部および該周縁部の端面が貫通孔２２から突出する
ことによって、締結部材２０の締め付け状態を確認できるようになる。さらに、これらの
部位に、蛍光塗料を塗布することで、これらの部位が多方向から視認しやすくなっている
。
【００３８】
　弾性部材２５は、表示部２３１に外挿されるとともに、バネ受け部２３２に当接する弾
性部材としてのコイルバネを有している。そして、表示体２３は、コイルバネ２５によっ
て後退方向に常時弾性付勢され、挿通部１５側に向かって延出される突片２３３，２３３
が締結部材２０の頭部２０ｂから外部へ突出している。
【００３９】
　カバー３０は、図６（ａ），（ｂ）に示すように、正面視矩形状の取付板３１と、該取
付板３１の一面の両側部に、長手方向に沿って取り付けられた断面Ｌ字形状の一対の係止
片３２，３２とを有している。そして、取付板３１は、基板と略同一の幅寸法を有してお
り、各締結部材２０，２０および各挿通部１５，１５を覆う面積を有している。係止片３
２，３２は、取付板３１に取り付けられる取付部３２ａと、該取付部３２ａの端部から直



(8) JP 5300940 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

角に折り曲げられた係止部３２ｂとを有している。そして、各係止部３２ｂ，３２ｂの間
隔は、締結部材２０の頭部２０ｂの平行する側面の距離よりも少し短い長さに設定されて
おり、締結部材２０の頭部２０ｂの平行する側面に係止して各締結部材２０，２０の緩み
止めがなされる。
【００４０】
　基板Ｐは、正面視矩形状を呈し、例えば、図９に示す保護継電器盤Ｂの前面扉の下部に
取り付けられている。そして、基板Ｐの長手方向の中心線の延長線上における、上側の挿
通部１５に当接した接続板１０の当接部１０２よりも外側の位置に、左右方向に線引きさ
れた直線状の目印３５が配置されている。さらに、この目印３５には、蛍光塗料が塗布さ
れており、目印３５が視認しやすくなっている。そして、作業者が目印３５を外部から視
認できる場合は、接続板１０の接続状態が正常であり、接続板１０に邪魔されて目印３５
が外部から視認できない場合は、接続板１０が正常に接続できていないと判断できる。な
お、表示体２３および目印３５は蛍光塗料でなくても、着色されることで、作業者が外部
から視認しやすくなる。表示体２３が着色されることで、締結部材２０の締め付け状態を
より一層確認しやすくなる。また、目印３５が着色されることで、接続板１０の挿通状態
が正常であるか否かをより一層確認しやすくなる。
【００４１】
　つぎに使用態様について図１、図２（ｂ）、図７（ａ）～（ｃ）および図８を参照して
説明する。まず、図１および図２（ｂ）に示すように、予め上下の締結部材２０，２０を
緩めておき、各締結部材２０，２０の押え板２１，２１と端子部２，２の一端部の端面（
座板４，４）との間に、接続板１０を十分に挿通できる間隔を確保しておく。この際、表
示体２３のバネ受け部２３２にコイルバネ２５が圧接して、表示体２３が後退方向に弾性
付勢されて、表示体２３と締結部材２０の頭部２０ｂの端面とが面一の状態になっている
一方、表示体２３の突片２３３，２３３は、挿通部１５，１５から離間した状態になって
いる。
【００４２】
　この状態で、図７（ａ）に示すように、各締結部材２０，２０の押え板２１，２１と各
端子部２，２の一端部の端面（座板４，４）との間に、接続板１０の接続部１０１を上側
から挿通する。そして、図７（ｂ）および図８に示すように、各締結部材２０，２０の押
え板２１，２１と各端子部２，２の一端部の端面（座板４，４）との間に接続板１０が位
置した状態で、上側の締結部材２０を締め付けた後、下側の締結部材２０を締め付けると
、各締結部材２０，２０の押え板２１，２１が接続板１０の接続部１０１に直交方向に当
接して、各締結部材２０，２０の押え板２１，２１と端子部２，２の一端部の端面（座板
４，４）とで接続板１０の接続部１０１が挟持されて、接続板１０の接続部１０１の裏面
と各端子部２，２の一端部の端面（座板４，４）とが面接触して、各端子部２，２が接続
板１０によって電気的に接続される。
【００４３】
　この際、図８に示すように、締結部材２０を締め付けるにしたがって、締結部材２０の
頭部２０ｂが挿通部１５側に移動する一方、表示体２３の突片２３３が挿通部１５に当接
し。さらなる締結部材２０の締め付けによって、締結部材２０の頭部２０ｂが挿通部１５
側にさらに移動するのとは反対に、表示体２３がコイルバネ２５の弾性に抗して締結部材
２０の頭部２０ｂから進出するようになる。この表示体２３の進出状態によって、締結部
材２０の締め付け状態を視認することができる。また、締結部材２０の締め付けによって
表示体２３が締結部材２０の頭部２０ｂから突出することで、コイルバネ２５が圧縮され
るようになり、締結部材２０の緩み止めがなされる。
【００４４】
　最後に、図７（ｃ）に示すように、カバー３０の各係止片３２，３２を、各締結部材２
０，２０の頭部２０ｂ，２０ｂの平行する一対の側面２００ｂ，２００ｂに係止させて、
各締結部材２０，２０の緩み止めが確実になされる。すなわち、カバー３０が各締結部材
２０，２０の頭部２０ｂ，２０ｂに取り付けられることで、図１０（ｂ）に示す遮断器遮
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【００４５】
　このように、本実施形態によれば、各端子１，１を跨ぐように、各端子１，１に配置さ
れる挿通部１５，１５に、上側から接続板１０を挿通し、挿通された接続板１０に対して
、直交するように挿通部１５，１５に螺合する締結部材２０，２０によって、各端子部２
，２の一端部の端面（座板４，４）と接続板１０とを、簡単かつ確実に電気的に接続され
ることに加えて、基板の裏側に余分なスペースを確保する必要がないので、薄型化にも対
応できる。
【００４６】
　また、本発明に係る試験用端子台は、前記実施形態に限定することなく種々変更するこ
とができる。
【００４７】
　例えば、前記実施形態の場合、上下方向に配置された一対の端子部２，２に対して、接
続板１０を各挿通部１５，１５の上側から挿通するようにしたが、水平方向に配置された
各端子部２，２に対して、接続板１０を前側から挿通するようにしてもよい。
【００４８】
　また、前記実施形態の場合、表示体２３の表示部２３１を円環状としたが、円板であっ
てもよく、非円形であってもよい。要は、表示部２３１を外部から視認できる形状であれ
ばよい。
【００４９】
　また、前記実施形態の場合、保護継電器盤Ｂに配置される一対の端子１，１を電気的に
接続する場合を例にとって説明したが、制御盤に配置される端子台の一対の端子を接続す
る場合にも適用できる。
【符号の説明】
【００５０】
１…端子、２…端子部、２ａ…一端部、１０…接続板、１０ａ…接続板の一方の端部、１
０ｂ…接続板の他方の端部、１０２…接続板の当接部、１５…挿通部、２０…締結部材、
２０ａ…締結部材のねじ部、２０ｂ…締結部材の頭部、２３…表示体、２３３…突片、２
５…弾性部材、Ｐ…基板、３５…目印、３２…係止片、３０…カバー、Ｃ…保護継電装置
、Ｃ１…遮断器遮断制御回路、Ｔ…試験用端子台
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